


2

（1）国内で最も消費されている食品
　生乳は牛乳でそのまま飲むだけでなく、加工する
ことによって様々な形態、味、食感に変化し、また
乳酸菌などを活用することで栄養性・機能性を強
化することが可能です。こうした特徴を生かして、
様々な牛乳乳製品が作られ、私たちの生活を豊かに
しています。
　また、たんぱく質、脂質、炭水化物、ミネラル、ビ
タミンがバランスよく含まれており、健康維持・増
進に大きな効果が期待できます。まさに日本人の食
生活に根付いた、欠かせない食品と考えられます。

（2）生乳の特性
❶需給調整が難しい生乳の特性
　　「生乳」は乳牛から搾ったままの乳のことを言い
ますが、その生乳を生み出す乳牛は人間と同じ哺乳
類ですので、出産して初めて乳を出します。生乳生
産量の増減は乳牛頭数が最大要因となりますが、生
乳を増加させる場合（≒乳牛を増やす場合）、種付け
～搾乳開始まで約３年の期間を要します。そのため
生乳が足りないからといって、生産量を
短期間で増やすことはできません。その
逆も然りで、余っているからといって搾乳
を止めることもできませんし※、酪農家が
家族同然である乳牛を簡単に処分するこ
とはできません。生乳は、あくまで生き物
である乳牛が生産してくれているもので
あるという認識を持つ必要があります。

令和４年度国内消費量（概算）※輸入含む
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乳牛のライフサイクル

資料：農林水産省「食料需給表」

はじめに
　日本は四季の変化が明確であることや人口に地域差があり、消費地に偏りがあることから、季節、地域に
よって牛乳乳製品の需要が変動します。一方、生乳生産量にも季節、地域差があることから、需要と供給の
ギャップが発生します。また、生乳は毎日生産され、貯蔵性の低い品目です。そのため、需要に応じて飲用と
乳製品の仕向量を調整する「需給調整」が、非常に重要な品目です。
　近年の生乳需給は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ危機並びに中東紛争に加え、今なお続く為替
の円安の進行が物価高を誘引し、家庭用を中心に牛乳乳製品の需要が低迷していること等から、生乳需給は
依然として緩和状態が続いています。
　現下の生乳需給や生乳の特性を踏まえて、如何にして「需給調整」を取り進めているのか、本冊子による解
説を通じて、生乳需給の構造や仕組み、需給調整に関わる課題等の認識を共有化するとともに、小売流通・
消費者等の皆様への理解促進にもお役立ていただけますと幸いです。

　また、日本で飼養されている乳牛のうち約99%を
占める「ホルスタイン種」は乳量が多い品種ですが、
オランダ・ドイツを原産地とするため、環境的な適
温は5 ～ 20℃程度と言われています。このため、北
海道や山間部の真冬の厳しい寒さや都府県の夏の猛
暑の時期は乳量が減少するなど、季節によって生乳
生産量は変動します。※搾乳期間中は毎日搾乳を行わないと、「乳

房炎」等の疾病に繋がります。
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補足 主要品目の用途別消費割合

❷多様な用途に姿を変える
　生乳が他の農畜産物と大きく異なる点として、①
貯蔵性の低さ、②多様な用途（牛乳乳製品）に姿を変
えられることが挙げられます。牛乳乳製品は、その
ほとんどが冷蔵（または冷凍）保存が必要であり、保
存期間も他の食品に比べてとても短いことが特徴で
す。穀類のように、備蓄として長期間保存すること
はできません。なお、「バター」や「脱脂粉乳」は、比

較的賞味期限が長いため、ある程度の期間、在庫と
して保管することが可能です。このため、生乳需給
における調整弁の役割（生乳需給がひっ迫時には製
造を少なくし、緩和時には多く製造）を果たしてい
ます。また、生乳は製造される製品（用途）が多岐に
渡るため、日々変動するそれぞれの製品の需要を踏
まえた調整が必要となります。

乳製品以外
の原料 生乳

ホエイ
（乳清）

加糖れん乳
（コンデンス
ミルク）

無糖れん乳
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全粉乳
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（カビ・乳酸菌等）

レンネット
（凝乳酵素）

発 酵

上澄み

濃 縮
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乳酸菌等

チャーニング

乳製品等

乳飲料

乳酸菌
飲料
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（ヨーグルト）

牛乳
加工乳
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成
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脱脂濃縮乳
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濃縮乳

全粉乳

生クリーム

菓子・デザート類
29.8％

菓子・デザート類
20.2％

菓子・デザート類
34.0％

菓子・デザート類
22.2％

はっ酵乳・乳酸飲料
43.9％

はっ酵乳・乳酸飲料
57.9％

調理食品
40.0％

調理食品
8.9％

はっ酵乳・乳酸飲料
10.％

はっ酵乳・乳酸飲料
18.6％

はっ酵乳・乳酸飲料
14.2％

乳飲料
11.0％

乳飲料
15.5％

小売業
25.5％パン類

10.9％ アイスクリーム類
7.3％

アイスクリーム類
22.7％

アイスクリーム類
15.0％

アイスクリーム類
12.8％

調理食品
13.4％

飲料
6.8％

パン類
4.1％
飲料
8.2％

菓子・デザート類
5.1％

その他
25.8％

その他
21.6％

外食・ホテル業
8.9％

外食・ホテル業
9.7％

マーガリン類
6.3％

加工乳 7.3％

その他
18.6％

その他 6.6％ その他 15.0％その他 15.6％

乳等主要原料食品
6.8％

資料：（独）農畜産業振興機構 令和3年度乳製品の流通実態調査報告書
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（3）生乳の流通体系について
　需給調整が難しい生乳の特性からその流通につい
ては、一元集荷多元販売（一元的に酪農家から生乳を
集荷し、各用途の需要に合わせて乳業メーカーに多
元的に販売する）を行う「指定生乳生産者団体（以下、
指定団体）」が重要な役割を果しています。前項で示
したとおり生乳の用途は多様であり、各用途の販売

補足 一元集荷多元販売による「指定団体」の機能

生乳の流通チャネル 指定団体による「一元集荷多元販売」

注：所有権が移転する売買関係：　　　　販売委託関係：
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酪農家相互間の
公平性を確保
酪農家相互間の
公平性を確保

用途別価格での
販売

用途別価格での
販売

北海道大学大学院農学研究院・清水池義治准教授作成

一元集荷一元集荷 多元販売多元販売

プール乳価プール乳価
飲用牛乳等向

脱脂粉乳・バター等向
生クリーム等向
チーズ向

飲用牛乳等向
脱脂粉乳・バター等向
生クリーム等向
チーズ向

価格交渉力

酪農家Ａ

酪農家B

酪農家Ａ

酪農家B

○○乳業

○○乳業

△△乳業

個別取引では、生乳の特性や
経営規模の差により、
価格交渉上、不利な立場。

指定団体に生乳を
まとめることで、
取引量を増やし、
価格交渉力を強化。

個別取引

一元集荷多元販売

指定団体を通じた場合

指
定
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体
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需給調整機能

○○乳業
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工場近郊の
酪農家

工場近郊の
酪農家

沿岸部の
酪農家

○○乳業

○○乳業

条件の異なる酪農家がバラバラで
乳業者へ送乳するのでは、非効率
かつ高コスト。

指定団体がまとめて集乳に
回ることで、効率的な集送乳
ラインとなり、コストを削減。

個別取引

指定団体を通じた場合

指定団体が
販売先を調整。

生乳廃棄発生

停電で生乳が
受けとれない！

注文は多いが
生乳が足りない！

余剰分の生乳は
受け入れられない！

指定
団体による集乳

集送乳コストの
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酪農家Ａ

酪農家B

酪農家Ａ
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価格もそれぞれに異なりますが、指定団体が各用途
の販売で得られた価値（価格）を酪農家にプール（酪
農家の経営場所や販売用途等の有利不利を平準化）
して配分（支払い）することで、乳業メーカーは製造
用途にかかわらず安定的に生乳を確保することが出
来ます。※指定団体の生乳販売シェア：94.2％（2022年度実績）
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（1）生乳生産量の地域の偏り
北海道は増加、都府県は減少傾向
　現在は全国どこでも牛乳を買うことができます
が、冷蔵技術や物流システムが未発達だった時代に
は新鮮な牛乳は牧場の近くでしか手に入らなかった
ため、日本の酪農は明治以降、都市部周辺から発達
していきました。その後、冷蔵・物流システムが進
歩したことで、都市から離れた地域でも酪農家が増

（2）消費地の偏り
大都市圏に消費が集中
　生乳需給を考える上で、生産量が北海道に偏って
いく一方、消費量に重要な要素となる人口は大都市
圏に集中していきました。
　日本の総人口は年々減少傾向にあるなか、減少幅

え、1970年代以降は気候や土地の確保に適した北海
道で生乳生産量が増加していきました。
　その一方、都府県では、都市部の開発が進んだこ
と等によって酪農家が減少し、生乳生産量は1992年
をピークに減少傾向で推移していきました。2010年
には北海道と都府県の生産量が逆転し、現在もその
差は拡大しています。
※生乳生産量のシェア：北海道56.5％　都府県43.5％（2022年度） 

は地域間の差が大きく、大都市圏では維持・微減傾
向で推移する一方、それ以外の地域では2000年代か
ら減少率が大きくなっています。
　人口の偏りは、そのまま牛乳乳製品を含めた食品
全体の消費量の偏りにも繋がっています。
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需給が大幅緩和
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(1985）
プラザ合意

(2018）
改正畜安法施行

(1993）
ほくれん丸就航
ガットUR交渉合意

(2001）
改正不足払い法施行
全都道府県で広域指定団体設立

(2019）
TPP11・日欧EPA開始
日米貿易協定合意

我が国における生乳生産量の推移

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」

資料：総務省統計局「人口推計」

大都市圏（関東・東海・近畿）の人口推移 大都市圏以外の人口推移
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生乳需給に係る環境の変化についてPart
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乳製品向

飲用等向

用途別処理量の推移（北海道）

用途別処理量の推移（都府県）
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乳製品向

飲用等向

（年度）
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（年度）
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0
飲用等向：25%

乳製品向：75%

0

5,000
（千㌧）

4,000

3,000

2,000

1,000

飲用等向：90%

乳製品向：10%

乳製品向は増加してきていた
が、生乳需給緩和に伴う生産
抑制等により減少傾向に

生乳生産量の減少
とともに、乳製品向
処理量も減少傾向

飲用等向も徐々に増加
してきたものの、コロナ
禍以降は減少傾向に

（3）北海道と都府県における変遷
北海道は乳製品向、
都府県は飲用等向の処理がメイン
　現在の国内における生乳生産量
は、約753万㌧（2022年度実績　北
海道425万㌧、都府県328万㌧）です
が、北海道の生乳は主に乳製品向に、
都府県では飲用等向を中心に処理さ
れます。これは北海道が消費地から
離れているため、保存が効く乳製品
に向けられることによります。
　都府県では生乳生産量の減少とと
もに、乳製品向処理量も減少してお
り、飲用比率が一層高くなっていま
す。一方、北海道は、都府県の飲用需
要を補完する形で飲用等向の割合が
徐々に拡大していました。
　2022年は、飲用需要の低迷と需給
緩和等に伴う生乳生産抑制に取り組
んでおり、北海道、都府県ともに飲用
等向、乳製品向が減少しました。

地域別牛乳消費量

%

販売個数（合計 1,513,862 千本)

全体におけるシェア

九州・沖縄
141,766 千本

四国
39,592 千本

中国
84,909 千本

近畿
258,399 千本

関東
560,937 千本

北陸
40,386 千本

信越
61,106 千本

東北
97,442 千本

北海道
34,585 千本

3%

9%

6%

4% 2%

6%

17%

37%

東海
194,736 千本

13%3%

農林水産省「牛乳乳製品統計」を基に作成

資料：(インテージ「SRI+」月データ(2022年度）
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（4）用途別処理量の推移
飲用等向は減少、生クリーム等・チーズ向は増加
　国内で生産される生乳のうちの半分以上は、牛乳
やヨーグルトなどの飲用等向に処理されます。ただ、
ここ20年でみると、飲用等向処理量が最大だった
2002年度から、2割以上も飲用等向の処理量が減少
したことになります。
　乳製品については、国際貿易の進展に対応するた
め、日持ちがせず輸入品と競合しない生クリームや
脱脂濃縮乳が大きく拡大してきました（02年度比：

135％）。一方、脱脂粉乳・バター等については、生
クリーム等・チーズが拡大したことや、需給緩和時
に減産型の計画生産が行われたこと等による酪農家
や乳牛の減少もあり、縮小傾向で推移してきました

（02年度比：88％）。　
　なお、乳製品の輸入量は近年減少傾向にあるも
のの、国内需要に占める輸入比率は2022年度で
37.3％と一定程度輸入に頼る状況となっています。
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乳製品の用途別処理量の推移

生
産
抑
制
対
策
２
０
２
２
〜

減産型の
計画生産

過去20年間最大
2,182

過去20年間最大
478

過去20年間最大
1,307

資料：（独）農畜産業振興機構「交付対象事業者別の販売生乳数量等」／農林水産省「食料需給表」

資料：（独）農畜産業振興機構「交付対象事業者別の販売生乳数量等」／（ 一社）中央酪農会議「用途別販売実績」
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（5）国内の生乳需給構造
　国内における牛乳乳製品の需要は、生乳換算で約
1,198万㌧あります。そのうち国内生乳生産量は約
753万㌧、それ以外の約445万㌧は輸入乳製品に依
存しており、食料自給率は重量ベースで約62%と
なっています。
　国内の生乳生産量のうち飲用等向が半分以上を占

め、飲用需要に応じて安定的に供給するため優先的
に仕向けられます。一方、輸入品と競合する乳製品
向は生乳取引価格が生産コストを下回っていること
から、生乳需給と酪農経営の安定を図るために、国
から補給金等（加工原料乳生産者補給金・集送乳調
整金）が交付される仕組みとなっています。

補足 世界の生乳生産動向

　世界の総生乳生産量は9.4億㌧ /年で、うち日本の割合はわずか0.8％です。なお、生乳生産量に占める飲
用消費割合は日本が53％となっており、世界的に見ても飲用主体の国であることがわかります。
　また、生乳生産量は世界的に増加傾向ですが、食料安全保障のリスクが高まるなか、乳製品輸出地域は主
に欧米、オセアニアと限られるほか、貿易率は9.0%（2022年）に留まり輸出量が少ないことから、輸入への
過度な依存はリスクが高いと言えます。

世界の生乳生産動向（2022年） 世界の生乳生産量と貿易率
インド
EU 

アメリカ
中国
ロシア
ブラジル
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都道府県

牛乳等
394万㌧

《関税割当品目》
学校給食用
脱脂粉乳等
45.7万㌧

《国家貿易》
バター・ホエイ等
13.7万㌧

《自由化品目》
チーズ　334.6万㌧

アイスクリーム等　50.9万㌧

生クリーム等
123万㌧

チーズ
45万㌧

脱脂粉乳・バター等
181万㌧

乳
価（
取
引
価
格
）

国内の生乳需要量　
1,198万㌧国内の生乳生産量　753万㌧　都府県 328万㌧　北海道 425万㌧

＊この他、他の用途向けや自家消費等、それぞれ約5万トンの生乳がある。

国内の生乳需給構造（2022年度）

輸入乳製品数量　445万㌧

補助金・経営安定対策
（ナラシ）等

北海道

資料： ①農林水産省「牛乳乳製品統計」（2022年度）
　　　②農林水産省「畜産・酪農をめぐる情勢」

＊注1：大口需要者価格は、2023年度９月価格
＊注2：CIF価格は、製品価格に海上運賃、保険料を加算した価格。関税額は含まない

　　　　　　　《国産乳製品との価格差について》
●脱脂粉乳… 輸入価格 413円/㎏　　国内卸売価格    725円/㎏
●バター… 　輸入価格 861円/㎏　　国内卸売価格 1,409円/㎏
※財務省「貿易統計」、農林水産省「大口需要者向け価格」　

80円/㎏
73円/㎏ 75円/㎏

130円/㎏

補給金・経営安定対策

資料：米国農務省（USDA) 注1：2022年データを基に作成、数量は水牛乳を含む 注2：EUには英国を含まない 資料：国際連合食糧農業機関（FAO）
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（1）地域の需給ギャップ
安定的な輸送の実施が不可欠
　消費量が人口の多い都市部に集中する一方、その
需要に対して消費地に近い都府県の生乳生産量は不
足しており、消費量が少ない北海道等の主産地に生
産が集中することによって生じるのが、生乳需給に
おける「地域のギャップ」です。
　このギャップを埋めるために、北海道、東北、九州
等から生乳や産地パック牛乳※が関東や関西を中心
とした消費地へ主に船舶により輸送（一部、鉄道）さ
れています。特に北海道から関東への生乳輸送には、

農畜産物輸送の専用船「ほくれん丸」が主に使われ
ています。2隻の船が釧路港～日立港（茨城県）をほ
ぼ毎日往復運航し、生乳は徹底した温度・品質管理
のもと、主に関東の乳業工場へ配送されています。
　北海道からの移出生乳量はここ2年間は減少して
いますが、2023年度は需要の減少以上に都府県の生
産量の減少幅が大きく、再び増加する見込みとなっ
ています。
※北海道等、生産地でパック詰めした牛乳

全国の生乳輸送

北海道から製品になった牛乳を運ぶ

❶北海道の工場で生乳を加工して牛乳を
　つくり、製品をトレーラーで港へ運びます。

❷保冷コンテナに入れて
　フェリー等で運びます。

❸港から流通センターへ運んで送り
　先を仕分けし、小売店へ届けます。

釧路
旭川

小樽

東北

仙台

日立
東京

敦賀

大阪

舞鶴

苫小牧

北海道から生乳を運ぶ

❶ミルクローリーが、新鮮な
　生乳を牧場から集荷します。

❷タンクローリーに積まれた生乳が港に
　集まり、「ほくれん丸」等で運びます。

❸生乳を工場で牛乳に加工して、小売店へ届けます。

17t入りミルクローリー
1ℓパック
約100万本分

×60台

「ほくれん丸」がいちどに運べる量は…

1,020t

JR貨物

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」（2022年） 資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」　※2023年度見込みはJミルクによる予測
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※資料：農林水産省牛乳乳製品統計・指定団体旬別受託乳量・㈱インテージSRI+データ（2022年度）を基に日量を推計

資料：指定生乳生産者団体旬別受託乳量 資料：指定生乳生産者団体旬別受託乳量

（2）季節の需給ギャップ
都府県の季節ギャップは拡大傾向
　冷涼な気候を好む乳牛は、暑い時期には生乳生産
量が低下します。都府県の場合、年間のうち生乳生
産量のピークは4月頃で、ボトムは8 ～ 9月頃です。
なお、北海道はピークが5月下旬～ 6月頃で、ボトム
は10月下旬～ 11月頃です。
　その一方、全国の飲用需要は、ピークが6、9月（6
月は祝祭日が無いため学校給食用牛乳（学乳）の休
止が無い）で、ボトムは年末年始や年度末です。都府
県の生乳生産が最も少ない時期に需要が多くなり

（＝生乳が不足傾向）、生産が多い時期には需要が少
ない（＝生乳が過剰傾向）傾向にあります。このよう

に需要と供給のピーク時期が異なることによって
「季節のギャップ」が生じます。　
　飲用需要が増加し、都府県の生乳が不足する夏期
には、北海道からの生乳輸送量を増やすことで牛乳
が不足しないよう供給体制を構築しています。一方、
飲用需要が少なくなる冬期には、生乳を各地の乳製
品加工工場で様々な乳製品に加工しています。乳製
品処理が主体の北海道では、都府県の飲用需要に応
じて乳製品の製造量を調整しており、特に保存性に
優れているバターや脱脂粉乳等の乳製品で調整して
います。

北海道の生乳生産量の季節変化（日量）
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（1）業界としての取り組みと課題について
　生乳需給における「地域のギャップ」と「季節の
ギャップ」の拡大は徐々に広がっており、酪農乳業界
にとって大きな課題となっています。そのギャップを埋
めるために、業界としては様々な対応を図っています。

　なお、ひっ迫時にも緩和時にも“ギャップ”を補完す
るために必要なのは、生乳を輸送する能力の確保で
す。ひっ迫時は勿論のこと、緩和時には全国各地の乳
製品加工工場に輸送するために、輸送能力の確保が
必須となります。各指定団体を中心に輸送能力の強
化を図っていますが、物理的な限度があることや自
然災害等により、計画通り乳業工場に搬入できず需
給調整上の支障が実際に発生することがあります。
　また、ドライバーの安定的な確保が困難となって
いることも、大きな課題となっています。2024年に
は時間外労働等の上限規制が適用されるなど、「物
流24年問題」と称される物流需給のひっ迫が指摘さ
れています。現状のままでは、輸送能力が明確に減
少すると試算されており、国は環境整備に向けて、
早急に取り組むべきガイドラインを作成しました。
ミルクサプライチェーンに不可欠である物流を支え
るため、全てのステークホルダーの意識改革・行動
変容が業界でも求められています。

　　　　　北海道から都府県への輸送能力の
強化（タンクの大型化・ストックポイントの活
用等）や都府県工場での受入体制の強化を図る
ことで、輸送の効率化を図っています。それで
も生乳不足が懸念される場合には、小売流通に
対して、牛乳の特売の自粛や牛乳以外の加工乳
や乳飲料等、代替品を含めた売り場づくりにつ
いての協力をお願いしています。
　　　　　北海道を中心に全国の乳製品工場で
最大限の稼働を行うとともに、各乳業メーカーで
製品の生乳使用率の引き上げや販売促進、キャン
ペーン等を行っています。それでも生乳の行き場
がなくなる可能性がある場合は、生産者に対して
生乳生産量を抑制する協力をお願いしています。

ひっ迫時

緩和時

2024年問題による影響トラックドライバーの働き方改革

法律・内容 2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

労
働
基
準
法

時間外労働の
上限規制

（年720時間）の適用
【一般則】

大企業に
適用

中小企業
に適用

時間外労働の
上限規制

（年960時間）の適用
【自動車運転業務】

適用

年休5日取得
義務化 適用

月60時間超の
時間外割増
賃金引き上げ

（25%→50%）の
中小企業への適用

適用

現行 見直し後

1年の
拘束時間 3,516時間 原則：3,300時間

一か月の
拘束時間

原則：293時間
最大：320時間

原則：284時間
最大：310時間

（1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで）
※284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。
※月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める。

1日の
休息時間 継続8時間

継続11時間を基本とし、9時間下限
※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、
　まとまった休息を取れるよう例外を設定。

不足する運送能力の割合
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（％）

2024年

34.1％
不足

2030年

不足する営業用トラックの
輸送トン数

10
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4

6

2

0

（億㌧）

2024年

9.4億トン
不足

2030年

14.2％
不足

4.0億トン
不足

国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」
では、2024年問題に対して何も対策を行わな
かった場合には、営業用トラックの運送能力が
2024年には14.2％さらに2030年には34.1％
不足する可能性があると試算されています。

2023年の取り組みと課題Part

4

資料：全日本トラック協会、厚生労働省
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統計調査で見る生産コスト
　2022年2月から続くウクライナ侵攻や中国の需要
増加に伴う配合飼料原料（コーン・大豆かす等）、原
油・天然ガス価格、中東紛争やパナマ運河の渇水に
よる海上運賃の高騰に加え、円相場の下落などの外
的要因を背景に、生乳生産に係るコストは高止まり
が続いています。
　生乳生産費※を見ると、「牧草・放牧・採草費」及び

「流通飼料費」で構成される飼料費が生産費全体の約
53％と最もウェイトを占めており、飼料価格の変動

は酪農経営に大きな影響を与えます。2022年の全算
入生産費は、2020年との比較で流通飼料費+27.1％、
光熱水料及び動力費+30.8％、副産物価額▲33.5％
などの要因により、過去最高を記録しました。
　なお、配合飼料価格が1kg当たり31.5円上昇（下
記グラフ参照）すると、全国の平均的な規模の生産
者で700万円/年もの配合飼料費が増嵩する計算に
なります。

（２）2023 年における生乳需給の課題について

※生乳生産費（全算入生産費）
　 農林水産省による統計調査。生乳生産費（生産コスト）の実態を明らかにし、

加工原料乳生産者補給金算定の資料として利用されるほか、各種政策の実
施状況の把握や効果の検証等の資料として利用される。

A B C（23年4月〜 20年4月） D＝A×B×C E F＝D×E

給与量（㎏ /日） 日数 費用増嵩（㎏ /円） 1頭当り配合飼料費増嵩 平均搾乳牛頭数 合計（円）

11.1 305 31.5 106,643 66 7,038,455

注1：給与量（（一社）家畜改良事業団）　注2：日数（搾乳日数305日試算）　注3：平均搾乳牛頭数（（一社）家畜改良事業団）
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2,946

全算入生産費 11,056円

全算入生産費 9,468 円

2020
比：
▲33
.5％

2020
比：＋

30.8
％

2020
比：＋

27.1
％

20.0 -15.0

-5.0

5.0

15.0

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

円 /kg
%輸入粗飼料価格の推移（CIF 価格）

2019
／
１

2020
／
１

４ ７ 10 2021
／
１

４ ７ 10 2022
／
１

４ ７ 10 2023
／
１

４ ７ 10 ４ ７ 10

増減率 価格推移

20年４月
39.6

22年４月
54.2

23年４月
61.6

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

30.0

25.0

20.0

35.0

55.0 -10.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0 40.0

円 /kg %

2019
／
１

４ ７ 10 2020
／
１

2021
／
１

４ ７ 10 2022
／
１

４ ７ 10 2023
／
１

４ ７ 10 ４ ７ 10

乳用牛配合飼料価格の推移

増減率 価格推移
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67.0

22年４月
88.7

23年４月
98.5

生乳生産費（全算入生産費）の比較

資料：財務省「貿易統計」　注１：CIF (Cost, Insurance and Freight) 価格とは、船積
み以後の運賃や保険料などの費用を含めた輸入価格のこと。いわば日本の港での引き
渡し価格　注２：「前年比」はJミルクによる算出

資料：農林水産省「農業物価統計」　注1：乳用牛配合飼料は18か月以後･粗たん白質
15～18％　注2：「前年比」はJミルクによる算出

資料：農林水産省「畜産物生産費統計」　注１：その他物財費は敷料費、建物費、
農機具費等に地代、利子を加算し、副産物価額を引いたもの　注２：消費税含む　
注３：調査期間は年次（1～12月期間）
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その他資材についても高騰が続く
　粗飼料を作るための化学肥料や農作業を進めるた
めのトラクター等の燃料についても、生乳を生産す
るためには必要不可欠な資材です。化学肥料原料は
ほぼ全量輸入、原油についても国内産出量は少なく、

初生牛の価格下落により経営危機に拍車がかかる
　生乳による収入以外に副産物である初生牛（生ま
れたばかりの子牛）の販売収入は酪農家にとって大
きな収入源となりますが、22年7月以降急落した価

資料：農林水産省「農業物価統計調査」　注１：2020年＝100としたときの指数

資料：ホクレン家畜市場情報「市場集計表」
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軽油飼料肥料生乳

海外からの輸入でカバーされています（資源エネル
ギー庁　石油輸入調査：原油依存率99.7％）。飼料
費ほど大きなウェイトを占めているわけではありま
せんが、酪農家の経営を圧迫する一因となっていま
す。

格は、現時点でも低調な推移が続いています。2023
年12月の価格は、2022年6月との差で初生交雑雄▲
11.2万円/頭、初生乳雄▲5.8万円/頭となり、厳し
い酪農経営に追い打ちをかけています。

交雑雄・乳雄ともに 22年 7月以降大きく相場を下げ
ており、23年 12 月現在でも低調な推移が続く。
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ホクレン家畜市場価格推移（初生交雑雄・初生乳雄）
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※交雑＝乳用種のメスに肉用種を交配させて生まれた牛
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生産者の経営中止（離農）が加速
　これらコストの上昇、副産物収入の低下や生乳需
給の緩和が重なったことで経営が悪化し、搾乳を中
止する生産者が増加しています。（一社）中央酪農会

議によると、生産者の85％が赤字経営との調査結果
（2023年3月公表）となっており、国産牛乳乳製品の
安定供給や食料安全保障の観点でみても、日本の生
産基盤の弱体化が危惧されています。
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補足 コスト上昇による取引乳価引き上げと製品価格改定

　生乳生産コストの高騰を背景に酪農経営が続けられなくなり、将来的な生産基盤の存続が危ぶまれる状
況となっていることから原料である生乳の取引乳価が相次いで引き上げられたことに加え、乳業メーカー
各社における製品の包材・資材や物流費等の経費高騰が重なり、2022年11月以降、牛乳やヨーグルト、チー
ズなどの乳製品全般の価格が改定となりました。
　様々な物価高に伴う家計負担増嵩の波が押し寄せるなか、牛乳乳製品の製品価格改定等により消費量は
前年を下回って推移しています。それでもコストの増嵩分を反映させなければ、生産者、乳業者ともに経
営が立ち行かなくなります。消費者の価格改定への理解醸成や需要の維持・拡大は、喫緊の課題となって
います。

牛乳販売個数（推計）の月別推移
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飲用等向・はっ酵乳等
取引乳価の引き上げ
（22年11月：10円/kg）

乳製品等取引乳価
の引き上げ
（23年4月：10円/kg）

乳製品等（うち脂肪分
側のみ）取引乳価の
引き上げ
（23年12月：6円/kg）

飲用等向・はっ酵乳等
取引乳価の引き上げ
（23年8月：10円/kg）

前年比 販売個数

戸数 2021年4月 2022年4月 2023年4月

全国 12,342 11,772 10,909

対前年比
▲482
-3.8％

▲570
-4.6％

▲863
-7.3％

北海道 5,067 4,900 4,658

対前年比
▲90
-1.7％

▲167
-3.3％

▲242
-4.9％

都府県 7,275 6,872 6,251

対前年比
▲392
-5.1％

▲403
-5.5％

▲621
-9.0％

資料：（一社）中央酪農会議　受託農家戸数

資料：㈱インテージSRI+　POSデータ 
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脱脂粉乳とバターの需給アンバランスは継続
　P3のミルクツリーで示したとおり、様々な製品に
姿を変えられる生乳（牛乳）ですが、その組成は水分

（87.4％　※出典：日本食品標準成分表 八訂）と乳
固形分（12.6％　同）に分かれます。乳固形分はさら
に、乳脂肪分（3.8％）と無脂乳固形分（8.8％）に分
かれており、需給調整の調整弁となるバターと脱脂

　2023年は新型コロナウイルス感染症を感染法上
の分類で5類へ移行されたため、日常生活がコロナ
禍前に戻り、人出やインバウンドの増加が寄与した
ことで、バターや生クリームの需要が堅調に推移し
ました。一方で、はっ酵乳の低迷から脱脂粉乳、脱脂
濃縮乳の需要は低調な結果となりました。この需要
のアンバランスは、バターと脱脂粉乳の在庫量に反
映されています。2023年度末の在庫量予測を見ると

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」　※2023年度は、Jミルク予測

バターの在庫量は適正水準となっていますが、脱脂
粉乳は今年度含めて過去4年間在庫削減対策を運用
しながら、需給を安定化させている状況です。無脂
乳固形分側（脱脂濃縮乳、脱脂粉乳）の需要の低迷が
脱脂粉乳在庫の積み増しに繋がっており、この環境
を早急に改善させるためにも需要拡大、理解醸成活
動は今後も不可欠となっています。
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38.0 千㌧

4年間で 128 千㌧の
在庫対策を実施
（対策見込含む）

年度末在庫量

対策数量

在庫量
54.3 千㌧

粉乳はこの乳脂肪分と無脂乳固形分で構成されてい
ます。そのため、バターもしくは生クリームを製造
すると、必然的に脱脂濃縮乳か脱脂粉乳が製造され
ることとなります。なお、仮に生乳100kgから製造
されるバターは約3.8kg、脱脂粉乳は8.8kgとなり、
バター１に対して、脱脂粉乳は約2倍製造されるこ
とになります。

牛乳（生乳）

乳脂肪分
（約3.8％）

生クリーム

バター

無脂乳固形分
（約8.8％）

脱脂濃縮乳

脱脂粉乳 遠心分離

バター在庫量・脱脂粉乳在庫量の推移
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